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(57)【要約】
【課題】使用者の太腿部の挟み込み及び肘掛けとの干渉
を防止し、そして使用者が少ない動きで便座の後方に深
く腰を掛けることできる便座及びその便座が取り付けら
れたポータブルトイレを提供する。
【解決手段】本発明によれば、ポータブルトイレの上に
載置されて使用される便座及びその便座が取り付けられ
たポータブルトイレにおいて、特に便座の外形を略方形
とし、且つ便座の前縁の両側を便座の開口部の先端部よ
りも後方へ向けて凸となるよう湾曲させて後退させるこ
とによって、使用者の太腿の裏側の皮膚の挟み込みを防
止し、そして使用者の着座位置の自由度を高めた便座及
びその便座が取り付けられたポータブルトイレが提供さ
れる。
【選択図】　　図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ポータブルトイレの上に載置されて使用される便座であって、
　周囲が閉じた開口部と、
　前記便座の外側で、前記開口部の先端部より後方に位置する第１の端部から前記便座の
後部まで略直線状に延びた第１の側縁と、
　前記第１の側縁の反対側で且つ前記便座の外側で、前記開口部の先端部より後方に位置
する第２の端部から前記便座の後部まで略直線状に延びた第２の側縁と、そして
　前記開口部の前記先端部より前方に位置する突出部を経由して、前記第１の端部から前
記第２の端部まで延びており、そして前記第１の端部と前記突出部の間に第１の変曲点を
有し、且つ前記第２の端部から前記突出部までの間に第２の変曲点を有している曲線部を
含んでいる前縁と
を備えていることを特徴とする便座。
【請求項２】
　ポータブルトイレの上に載置されて使用される便座であって、
　周囲が閉じた卵型の開口部と、
　前記便座の外側で、前記開口部の先端部より後方に位置する第１の端部から前記便座の
後部まで延びた第１の側縁であって、前記第１の側縁の接線と直交する断面における前記
便座断面の幅が前記便座の後部から前部へ向かうにつれて連続的に縮小し、そしてその後
連続的に拡大するように配置された第１の側縁と、
　前記第１の側縁の反対側で且つ前記便座の外側で、前記開口部の先端部より後方に位置
する第２の端部から前記便座の後部まで延びた第２の側縁であって、前記第２の側縁の接
線と直交する断面における前記便座断面の幅が前記便座の後部から前部へ向かうにつれて
連続的に縮小し、そしてその後連続的に拡大するように配置された第２の側縁と、そして
　前記開口部の前記先端部より前方に位置する突出部を経由して、前記第１の端部から前
記第２の端部まで延びており、そして前記第１の端部と前記突出部の間に第１の変曲点を
有し、且つ前記第２の端部から前記突出部までの間に第２の変曲点を有している曲線部を
含んでいる前縁と
を備えていることを特徴とする便座。
【請求項３】
　前記曲線部は、
　前記第１の端部と前記第１の変曲点の間で前記便座の後方へ向けて凸に湾曲した第１の
湾曲部と、
　前記第２の端部と前記第２の変曲点の間で前記便座の後方へ向けて凸に湾曲した第２の
湾曲部と、そして
　前記第１の変曲点と第２の変曲点の間で前記便座の前方へ向けて凸に湾曲した第３の湾
曲部と
を含んでいることを特徴とする請求項１又は２に記載の便座。
【請求項４】
　前記便座は、
　前記第１の側縁の接線と直交する断面において略直線状に表れる第１の座面であって、
水平面に対し、前記開口部へ向けて下方へ傾斜する前記第１の座面の傾斜角度が、前記便
座の後部から前部へ向かうにつれて連続的に増加し、そしてその後連続的に減少して略水
平となるように形成された前記第１の座面と、そして
　前記第２の側縁の接線と直交する断面において略直線状に表れる第２の座面であって、
水平面に対し、前記開口部へ向けて下方へ傾斜する前記第２の座面の傾斜角度が、前記便
座の後部から前部へ向かうにつれて連続的に増加し、そしてその後連続的に減少して略水
平となるように形成された前記第２の座面とを備えている
ことを特徴とする請求項１ないし３のいずれかに記載の便座。
【請求項５】
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　前記第１の座面の前記傾斜角度は、前記第１の側縁の接線と直交し且つ前記開口部の幅
が最大となる寸法線を通過する前記便座断面において最大となり、そして
　前記第２の座面の前記傾斜角度は、前記第２の側縁の接線と直交し且つ前記開口部の幅
が最大となる寸法線を通過する前記便座断面において最大となる
ことを特徴とする請求項４に記載の便座。
【請求項６】
　前記便座の座面は、前記前縁の前記突出部近傍において上方へ向けて隆起した頂部を有
していることを特徴とする請求項１ないし５のいずれかに記載の便座。
【請求項７】
　前記便座の座面は、前記前縁の前記第１の湾曲部近傍において下方へ向けて窪んだ第１
の凹部を有しており、そして前記前縁の前記第２の湾曲部近傍において下方へ向けて窪ん
だ第２の凹部を有していることを特徴とする請求項１ないし６のいずれかに記載の便座。
【請求項８】
　前記第１の側縁および前記第２の側縁は、いずれも略直線状に延びていることを特徴と
する請求項２に記載の便座。
【請求項９】
　前記第１の側縁は、前記第２の側縁と略平行に配置されていることを特徴とする請求項
１又は８に記載の便座。
【請求項１０】
　請求項１ないし９のいずれかに記載の便座が取り付けられたポータブルトイレ。
【請求項１１】
　前記ポータブルトイレはトイレ本体部を備えており、前記トイレ本体部は、
　上部が開口した箱部であって、前記開口の開口縁から前記箱部の下方へ且つ後方へ向け
て傾斜している前面部を有している前記箱部と、そして
　前記箱部の前記開口縁と接続される枠部とへ分割されている
ことを特徴とする請求項１０に記載のポータブルトイレ。
【請求項１２】
　前記箱部の外面は、前記枠部の外面と面一に接続されることを特徴とする請求項１１に
記載のポータブルトイレ。
【請求項１３】
　前記箱部および前記枠部は、いずれも樹脂製の一体成形品であることを特徴とする特徴
とする請求項１１又は１２に記載のポータブルトイレ。
【請求項１４】
　前記ポータブルトイレは肘掛け及び前記肘掛けを下方から支持する支柱を備えており、
前記便座の第１の端部と及び第２の端部は、前記肘掛けの前記支柱より前方に配置されて
いることを特徴とする請求項１１ないし１３のいずれかに記載のポータブルトイレ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ポータブルトイレ（移動式簡易便器）の上に載置されて使用される便座及び
その便座が取り付けられたポータブルトイレに関するものであって、特に便座の外形が略
方形であって、便座の前縁の両側を便座の開口部の先端部よりも後方へ向けて凸となるよ
う湾曲させて後退させることにより、使用者の太腿の裏側の皮膚の挟み込みを防止し、そ
して使用者の着座位置の自由度を高めた便座及びその便座が取り付けられたポータブルト
イレに関する。
【背景技術】
【０００２】
　据付式の洋式便器や、高齢者及び身体障害者が居室等で排泄するために使用するポータ
ブルトイレ（移動式簡易便器）には、使用者が便器を使用する際、腰を掛けるために使用
する便座が取り付けられている。便座は、使用者が便器に腰を掛ける際、使用者の太腿部
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や臀部が便器の開口縁に直接触れることを防止し、そして使用者の太腿や臀部を支持する
ために機能する。また、便座には、開口部の縁が開いているＵ型形状と、開口部の縁が閉
じているＯ型形状との２つのタイプの形状があるが、近年では、変形によって便器への取
付け部分の破損が少ないＯ型形状の便座の使用が主流となっている。
【０００３】
　ところで、近年のポータブルトイレは一般に肘掛けや背もたれが備え付けられている場
合が多いので、便座が載置される腰掛の平面部分は、肘掛や背もたれを支持することがで
きるように全体として略方形に造られていることが多い。このため、ポータブルトイレに
おいて便座の外形をＯ形状としてしまうと、Ｏ形状の便座は略方形の平面部分との間にＯ
形状の便座の外縁に沿って隙間や段差を生じ、そして該隙間や段差は、着座した使用者の
太腿部の裏側を斜め方向に横断するように配置される。このため、便座の外形をＯ形状と
したポータブルトイレでは、使用者が便座に着座した後、脚を動かしたりすると、太腿部
の裏側の皮膚が、便座とトイレ本体の平面部分との間にできた隙間や段差に挟み込まれて
怪我をしてしまうという問題があった。
【０００４】
　そこで、近年では、特開２００５－０００３８７号公報（特許文献１）や特開２０１０
－２４０１６５号公報（特許文献２）、特開２０１２－１５２２５６号公報（特許文献３
）の中に開示されているように、便座とトイレ本体の平面部分との間にできた隙間や段差
が着座した使用者の太腿部の裏側を斜め方向に横断しないように、便座の外形を略方形と
した便座が開発されている。すなわち、便座の外形を略方形とすれば、便座とトイレ本体
の平面部分との間にできた隙間や段差を着座した使用者の太腿部の外側に形成させること
ができる。
【０００５】
　しかしながら、上述したような略方形の便座は、Ｏ形状の便座に比べて便座の前縁の両
端が前方へ突出しているため、使用者が便座の後方に腰を掛けようとすると、膝の裏側が
相対的に前方側で便座の前縁に当たってしまい、深く腰を掛けることができないという問
題があった。
【０００６】
　また、通常、ポータブルトイレでは、便座の前縁は略トイレ本体部の前端部と一致して
おり、さらにトイレ本体部の前端部の両端付近には肘掛けの支柱が取り付けられる。この
ため、使用者の膝の裏側が相対的に前方側において便座の前縁に当たってしまうことがな
いように、便座の前縁の両端をトイレ本体部の後方へ後退させると、それに伴ってトイレ
本体部の前端部の両端もトイレ本体部の後方へ後退してしまうため、ポータブルトイレの
平面部において肘掛けの支柱を取り付けるスペースが無くなってしまうという問題点があ
った。
【０００７】
　さらに、肘掛けや背もたれを備えたポータブルトイレは、載置された便座の外側に、さ
らに肘掛けと肘掛けを支える支柱が配置されている。そして便座はトイレ本体へ回動自在
に取り付けられるので、便座の回動時、便座が肘掛けや肘掛けを支える支柱と干渉しない
ような形状としなければならないという設計上の制約もあった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００５－０００３８７号公報
【特許文献２】特開２０１０－２４０１６５号公報
【特許文献３】特開２０１２－１５２２５６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　そこで本発明は、使用者の太腿部の裏側の皮膚の挟み込みを防止するために、外形を略
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方形とした、ポータブルトイレ（移動式簡易便器）の上に載置されて使用される便座にお
いて、便座の回動時、トイレ本体部の肘掛けや肘掛けを支える支柱と干渉することがなく
、そして使用者が後方に深く腰を掛けることできる便座を提供することを目的とする。
【００１０】
　また本発明は、ポータブルトイレの平面部分に肘掛けの支柱を取り付けるスペースを確
保した上で、さらに便座の前縁及びトイレ本体部の前端部が着座した使用者の脚の自由な
移動を妨げることがない便座及びその便座が取り付けられたポータブルトイレを提供する
ことを目的とする。
【００１１】
　さらに本発明は、上記の便座が取り付けられたポータブルトイレにおいて、必要な強度
を確保した上で、トイレ本体部の表面からリブ等の突起物や段差を無くすることによって
便座の形状上の特徴及びその効果を最大限に活用することができ、そしてその結果、使用
者は少ない動きでポータブルトイレから立ち上がること及びポータブルトイレへ着座する
ことができるポータブルトイレを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明者等は、肘掛けや背もたれを備え付けたポータブルトイレに取り付けられる便座
の形状や配置について鋭意検討を重ねた結果、便座の外形の基本形状を略方形とし、そし
て便座の前縁の両側を便座の開口部の先端部よりも後方へ向けて凸となるよう湾曲させて
後退させることにより、使用者の太腿の裏側の皮膚の挟み込みを防止し、そして使用者が
便座の後方に深く腰を掛けることを可能にし、本発明を完成するに至った。
【００１３】
　具体的には、本発明によれば、ポータブルトイレの上に載置されて使用される便座であ
って、周囲が閉じた開口部と、便座の外側で、開口部の先端部より後方に位置する第１の
端部から便座の後部まで略直線状に延びた第１の側縁と、第１の側縁の反対側で且つ便座
の外側で、開口部の先端部より後方に位置する第２の端部から便座の後部まで略直線状に
延びた第２の側縁と、そして開口部の先端部より前方に位置する突出部を経由して第１の
端部から第２の端部まで延びており、そして第１の端部と突出部の間に第１の変曲点を有
し、且つ第２の端部から突出部までの間に第２の変曲点を有している曲線部を含んでいる
前縁とを備えている便座が提供される。
【００１４】
　また、本発明によれば、ポータブルトイレの上に載置されて使用される便座であって、
周囲が閉じた卵型の開口部と、便座の外側で、開口部の先端部より後方に位置する第１の
端部から便座の後部まで延びた第１の側縁であって、第１の側縁の接線と直交する断面に
おける便座断面の幅が便座の後部から前部へ向かうにつれて連続的に縮小し、そしてその
後連続的に拡大するように配置された第１の側縁と、第１の側縁の反対側で且つ便座の外
側で、開口部の先端部より後方に位置する第２の端部から便座の後部まで延びた第２の側
縁であって、第２の側縁の接線と直交する断面における便座断面の幅が便座の後部から前
部へ向かうにつれて連続的に縮小し、そしてその後連続的に拡大するように配置された第
２の側縁と、そして開口部の先端部より前方に位置する突出部を経由して第１の端部から
第２の端部まで延びており、そして第１の端部と突出部の間に第１の変曲点を有し、且つ
第２の端部から突出部までの間に第２の変曲点を有している曲線部を含んでいる前縁とを
備えている便座が提供される。
【００１５】
　ここで、本発明においてポータブルトイレとは、高齢者及び身体障害者が居室等で排泄
するために使用される、特許文献１～３に記載されているような移動式簡易便器を意味す
る。また、ポータブルトイレの概念には、主として樹脂材料から製作されているポータブ
ルトイレの他、例えばポータブルトイレの便器以外の外枠や脚部、肘掛け、背もたれなど
が木材などの材料から製作されている、いわゆる家具調のポータブルトイレも含まれてい
る。
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【００１６】
　本発明において「前部」とは、大人の使用者が便座に着座した時、使用者の腹側に配置
される便座及びポータブルトイレの前方付近の領域を意味し、そして「後部」とは、大人
の使用者が便座に着座した時、使用者の背中側に配置される便座及びポータブルトイレの
後方付近の領域を意味する。また、便座の側縁の「端部」とは、便座の長手方向に延びた
側縁が、便座の幅方向に延びた前縁へ実質的に方向変換するコーナー部分を意味し、該コ
ーナー部分は角部のみならず、Ｒの付いた隅部であってもよい。
【００１７】
　本発明の便座は、一般の据付式の洋式便器ではなく、特にポータブルトイレの上に載置
して使用するのに適している。
【００１８】
　なぜなら、本発明は、ポータブルトイレにおいて、略方形の便座の前縁の両端をトイレ
本体部の後方へ後退させた場合、それに伴ってトイレ本体部の前端部の両端もトイレ本体
部の後方へ後退してしまうため、ポータブルトイレの平面部において肘掛けの支柱を取り
付けるスペースが無くなってしまうという課題を解決することを目的の１つとしているか
らである。また、本発明は、便座の外側に肘掛けと肘掛けを支える支柱が配置されたポー
タブルトイレにおいて、便座の回動時、該便座が肘掛けや肘掛けを支える支柱と干渉する
ことがない形状とすることも、重要な解決すべき課題の１つとしているからである。
【００１９】
　本発明の便座は周囲が閉じた開口部を有している、いわゆるＯ型の便座である。また、
本発明の便座は、便座の外側で、開口部の先端部より後方に位置する端部から便座の後部
まで略直線状に延びた第１及び第２の側縁を有しており、全体として略方形の形状を有し
ている。なお、本発明において「縁」とは、平面図において表れる便座の輪郭及び該輪郭
を形成する端面を意味する。また「略直線状」とは、離間した２点を略最短距離で結ぶ線
分のことを意味し、距離的に直線と略同じであれば、厳密な意味の直線のみならず、多少
“くの字状”に曲がった折れ線や大きな弧を描くように多少曲がった曲線も含まれる。
【００２０】
　このように、本発明の便座は、便座の外側で、開口部の先端部より便座の後部まで略直
線状に延びており且つ実質的に平行に並んだ第１及び第２の側縁を備えた略方形の外形を
有しており、そして便座の内側にはＯ型又は卵型などの開口部を区画する内縁を有してい
る。このため、第１の側縁の接線と直交する断面における便座断面の幅、及び第２の側縁
の接線と直交する断面における便座断面の幅は、いずれも便座の後部から前部へ向かうに
つれて連続的に縮小し、そしてその後連続的に拡大している。
【００２１】
　本発明の便座の外形は、上述したように略方形としているため、便座の座面を必要且つ
十分な大きさとすることができ、さらに肘掛けや肘掛けを支える支柱を便座の第１及び第
２の側縁の外側に隣接して配置しても、便座の回動時、便座が肘掛けや肘掛けを支える支
柱と干渉することがない。
【００２２】
　もし、便座の第１の側縁と第２の側縁を例えば「ハの字状」に配置して、便座の座面を
必要且つ十分な大きさとすると、便座の幅が最大となる部分は肘掛けや肘掛けを支える支
柱と干渉することとなる。逆に、便座の幅が最大となる部分を肘掛けや肘掛けを支える支
柱と干渉しない大きさとすると、許容される左右肘掛け間の最大距離は決まっているので
便座の外形幅は相対的に小さくなり、その結果、便座の座面を必要且つ十分な大きさとす
ることができなくなる。
【００２３】
　さらに、本発明では、便座の外形を略方形としているため、便座とトイレ本体部の平面
部分との間にできた隙間や段差を着座した使用者の太腿部の外側に形成させることができ
る。このため本発明では、便座とトイレ本体部の平面部分との間にできた隙間や段差が着
座した使用者の太腿部の裏側を斜め方向に横断するのを無くすることができるので、使用
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者の太腿部の裏側の皮膚が、便座とトイレ本体部の平面部との間にできた隙間や段差に挟
み込まれるという問題を解消することができる。
【００２４】
　本発明の便座は、側縁の端部とは逆に、開口部の先端部より前方に位置する突出部を有
している。そして本発明の便座は、第１の端部から該突出部を経由して第２の端部まで延
びた前縁を有しており、さらに該前縁は第１の端部と突出部の間に第１の変曲点を有して
おり、且つ第２の端部から突出部までの間に第２の変曲点を有している曲線部を含んでい
る。なお、本発明において「変曲点」は、前縁が便座の後方に向けて凸な状態から便座の
前方に向けて凸な状態へ変化する部分であれば足り、前記変化する部分は点である場合の
みならず、直線によって構成されている場合も含まれる。
【００２５】
　このように、本発明の便座は、矩形の便座に比べて前縁の両端区域が便座の後方へ向け
て凸となるよう湾曲し後退しているので、使用者が便座の後方に腰を掛けようとしても、
従来の前縁の両端区域が後退していない便座と比べて、便座の前縁が使用者の膝の裏側に
当たって障害となることがない。このため、使用者は容易に本発明の便座の後方へ深く腰
を掛けることができるようになる。
【００２６】
　また、本発明の便座は、前縁の中央部分が前縁の両端区域よりも相対的に前方へ突出し
ているので、使用者が便座の後方に深く腰を掛けると、前縁の突出部が使用者の両膝の内
側に当接し、使用者の両脚を開脚させるように誘導する。このため、使用者は自然と排泄
が容易な姿勢を取ることができるようになり、特に男性使用者の場合、性器を下方へ容易
に向けることができるので、使用者の排尿が前縁の突出部を越えて飛散するのを防止する
ことができる。
【００２７】
　また、使用者が両脚を開脚した姿勢は、排泄後、使用者が中腰姿勢を取ることなく、自
力で前方から排便を拭き取ることを可能にする。また、使用者が付添い人や介護者に拭き
取ってもらわなければならない高齢者や要介護者である場合であっても、付添い人等は使
用者を抱き抱えることなく使用者の排便を拭き取ることができるので、付添い人等の負担
を大幅に軽減することができるようになる。
【００２８】
　さらに、本発明において前縁の曲線部は、第１の端部と第１の変曲点の間で便座の後方
へ向けて凸に湾曲した第１の湾曲部と、第２の端部と第２の変曲点の間で便座の後方へ向
けて凸に湾曲した第２の湾曲部と、そして第１の変曲点と第２の変曲点の間で便座の前方
へ向けて凸に湾曲した第３の湾曲部とを含んでいることが好ましい。
【００２９】
　上述したように、前縁の両端区域の曲線部が便座の後方へ向けて凸に湾曲しており、且
つ前縁の中央部分の曲線部が便座の前方へ向けて凸に湾曲していると、使用者が便座の後
方に深く腰を掛けた時、前縁の両端区域の形状は使用者の膝の裏側にフィットするので、
使用者の両脚を優しく且つスムーズに開脚させるように誘導する。さらに、上述の前縁の
形状は、使用者が便座に腰を掛ける際の自己の脚を置く位置の目印となり便利である。
【００３０】
　特に便座の前縁に沿って形成された座面に、前縁の突出部近傍において上方へ向けて隆
起した頂部を設けると、前縁の突出部及び突出部近傍の座面の頂部は、相乗的に使用者の
開脚誘導効果を高めるので、使用者の両脚をより一層スムーズ且つ確実に開脚させること
ができるようになる。このため使用者は、前縁に突出部のみが形成されている場合に比べ
て、より一層自然と排泄が容易な姿勢を取ることができるようになり、使用者の排尿が前
縁の突出部を越えて飛散するのも、より一層確実に防止される。
【００３１】
　また、本発明の便座の座面には、前縁の第１の湾曲部近傍において下方へ向けて窪んだ
第１の凹部を配置し、そして前縁の第２の湾曲部近傍において下方へ向けて窪んだ第２の



(8) JP 2015-12898 A 2015.1.22

10

20

30

40

50

凹部を配置することが好ましい。すなわち、便座の前縁に沿って形成された座面の頂部の
両側で、下方へ向けて窪んだ第１及び第２の凹部は、前縁の突出部及び突出部近傍に設け
られた座面の頂部によって、開脚が誘導された使用者の両脚のフィット感をより一層向上
させると共に、使用者の両脚の過剰な開脚を防止するので、使用者が排尿や排便をするの
により一層容易な理想形に近い姿勢を取らせることができるようになる。
【００３２】
　また、便座が取り付けられるポータブルトイレが肘掛け及び該肘掛けを下方から支持す
る支柱を備えている場合、便座の第１の端部と第２の端部は肘掛けの支柱より前方に配置
することが好ましい。
【００３３】
　便座の第１の端部と第２の端部を肘掛けの支柱より前方に配置すると、肘掛けの支柱を
取り付けるスペースをトイレ本体部に確保した上で、トイレ本体部の前端部の形状を便座
の前縁と略同一形状とすることができる。このため、便座に着座した使用者は、自己の両
脚を、特に外側へ向けて自由に移動することができるようになる。
【００３４】
　本発明の便座は、第１の側縁の接線と直交する断面において略直線状に表れる第１の座
面であって、水平面に対し開口部へ向けて下方へ傾斜する第１の座面の傾斜角度が便座の
後部から前部へ向かうにつれて連続的に増加し、そしてその後連続的に減少して略水平と
なるように形成された前記第１の座面と、そして第２の側縁の接線と直交する断面におい
て略直線状に表れる第２の座面であって、水平面に対し開口部へ向けて下方へ傾斜する第
２の座面の傾斜角度が便座の後部から前部へ向かうにつれて連続的に増加し、そしてその
後連続的に減少して略水平となるように形成された前記第２の座面とを備えていることが
好ましい。
【００３５】
　すなわち、本発明の便座は開口部を挟んで第１の座面と第２の座面を有しており、そし
て第１及び第２の座面の傾斜は、いずれも便座の後部から前部へ向かうにつれて開口部へ
向けて連続的にきつくなり、その後連続的に緩やかとなり、そして便座の前縁付近におい
て略水平となる。なお、ここで座面の「傾斜角度」とは、側縁の接線と直交する断面にお
いて略直線状に表れる座面の代表的な勾配を示す線分の水平面に対する角度を意味してい
る。
【００３６】
　そのため、第１及び第２の座面は、使用者が便座に着座した時、該使用者の臀部を便座
の開口部の中へ落とし込むように誘導する。その結果、第１及び第２の座面は使用者の臀
部の皮膚を座面に対し相対的に持ち上げ、使用者の肛門を開かせるので、使用者の排泄を
容易にするという効果を奏する。なお、便座の断面において略直線状に表れる座面は、必
ずしも便座の断面が直線で表れる平面のみで構成されている必要はなく、座面の傾斜によ
って上述の落し込み効果が得られるものであれば、多少下方へ窪んだ曲面や上方へ膨らん
だ曲面が含まれていてもよい。
【００３７】
　また、第１の座面の傾斜角度は、第１の側縁の接線と直交し且つ開口部の幅が最大とな
る寸法線を通過する便座断面において最大となり、そして第２の座面の傾斜角度は、第２
の側縁の接線と直交し且つ開口部の幅が最大となる寸法線を通過する便座断面において最
大となることが好ましい。
【００３８】
　第１の座面の傾斜角度と第２の座面の傾斜角度が、便座の開口部の幅が最大となる位置
において最大となるようにすると、使用者が本発明の便座に着座した時、使用者の肛門は
、第１及び第２の座面によって便座の開口部の幅が最大となる寸法線の中点付近に誘導さ
れるので、使用者の排便は便座の下方に設置されたバケツの中の所定の位置に落下させる
ことが可能となる。そのため、上述の第１及び第２の座面の傾斜は、使用者の排便がバケ
ツの周囲へ飛散したり又は付着するのを防止すると共に、使用者の排便を、所定の深さで
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バケツの中に貯蔵されている水中に確実に埋没させるので、便の露出による異臭の発生を
防止することができる。
【００３９】
　なお、通常、第１の座面の傾斜角度と第２の座面の傾斜角度は、便座の開口部の幅が最
大となる位置の付近において最大であれば、使用者の肛門を、便座の開口部の幅が最大と
なる寸法線の中点付近に誘導することができるので、第１の座面の傾斜角度と第２の座面
の傾斜角度は、厳密な意味において便座の開口部の幅が最大となる位置において最大とな
らなければならないものではない。
【００４０】
　次に、本発明によれば、上述した本発明の便座が取り付けられた本発明によるポータブ
ルトイレが提供される。この場合、本発明のポータブルトイレは、上述した本発明の便座
によってもたらされる利益の全てを享受することができる。
【００４１】
　さらに、本発明のポータブルトイレはトイレ本体部を備えており、該トイレ本体部は、
上部が開口した箱部であって、開口の開口縁から箱部の下方へ且つ後方へ向けて傾斜して
いる前面部を有している箱部と、そして箱部の開口縁へ接続される枠部とに分割されてい
ることが好ましい。
【００４２】
　変形に対するトイレ本体部の強度を向上させる手段としては、トイレ本体部の開口縁や
側面に折り返しリブや補強リブなどを設ける方法や、若しくはトイレ本体部の各面にパネ
ルを配置して、トイレ本体部をいわゆるボックス構造とする方法などが知られている。
【００４３】
　しかしながら、特に開口縁の折り返しリブは、構造上、トイレ本体部から外部へ突出し
た突起物となるので、トイレ本体部に折り返しリブを設けると、使用者がポータブルトイ
レで又はポータブルトイレ近傍で脚を動かす際に脚を引っ掛ける障害物となる。そのため
、本発明では、折り返しリブなどの突起物を無くするのに有利なボックス構造を採用する
ことによって、特にトイレ本体部の前面部から、使用者が脚などを引っ掛ける可能性のあ
る突起物や段差を無くすることを達成し、トイレ本体部の前面部を滑らかな形状としてい
る。
【００４４】
　また、一般にトイレ本体部をボックス構造とすると、トイレ本体部の成形性やメンテナ
ンス性が低下するので、本発明ではいわゆる２ピース構造を採用し、トイレ本体部を、上
部が開口した箱部と、該開口の開口縁へビスなどによって連結される枠部との２つの部品
から構成することによって上記の問題を解消している。そのため、本発明では、箱部と枠
部はいずれも樹脂製の一体成形品として成形することが可能であり、その結果、低コスト
で且つ頑丈なポータブルトイレを提供することができる。
【００４５】
　また、本発明のポータブルトイレは、箱部の前面部を、開口の開口縁から箱部の下方へ
且つ後方へ向けて傾斜させているので、使用者は自己の足下を便座の前縁の真下又はその
後方まで引き寄せることが可能となる。このため、本発明のポータブルトイレでは、使用
者がポータブルトイレから立ち上がる時及び／又はポータブルトイレへ着座する時の体重
移動は主として上下方向の移動のみとなるので、使用者のポータブルトイレからの立ち上
がり及びポータブルトイレへの着座が容易となる。
【００４６】
　さらに、本発明のポータブルトイレは、箱部の外面を枠部の外面と面一に接続すること
が好ましい。
【００４７】
　本発明のポータブルトイレは、上述したように便座に着座した使用者の両脚の移動を自
由にするために、トイレ本体部の前端部の形状を便座の前縁と略同一形状としている。こ
のため、箱部の外面を枠部の外面と面一に接続すると、トイレ本体部の前端部からトイレ
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本体部の下方へ向けて、便座の前縁の形状と略同一の表面形状を有する前面部を形成する
ことができるようになる。
【００４８】
　その結果、箱部の外面を枠部の外面と面一にすると、トイレ本体部の前面部から突起物
や段差を排除して、トイレ本体部の前面部をより一層滑らかな形状とすることができると
共に、便座の前縁の中央部分の突出部を、便座の前縁からトイレ本体部の前面部に掛けて
連続的に形成することができるので、使用者が便座の後方に深く腰を掛けた時の使用者の
両脚の開脚誘導をよりスムーズに促進させることができるようになる。
【発明の効果】
【００４９】
　本発明の便座は略方形の外形を有しているため、本発明の便座をポータブルトイレ（移
動式簡易便器）の上に載置して使用すると、便座の回動時におけるトイレ本体部の肘掛け
や肘掛けを支える支柱との干渉が防止される。また、便座とトイレ本体部の平面部分との
間にできる隙間等は着座した使用者の太腿部の外側に形成されるので、使用者の太腿部の
裏側の皮膚が該隙間等に挟み込まれるも防止される。
【００５０】
　本発明の便座の前縁は両端区域が便座の後方へ向けて凸に湾曲しており、突出部（中央
区域）は便座の前方へ向けて凸に突出しているので、使用者は容易に便座の後方へ深く腰
を掛けることができるようになる。また、使用者が便座の後方に深く腰を掛けると、前縁
の突出部が使用者の両膝の内側に当接して使用者の両脚を開脚させるので、使用者は自然
と排泄が容易な姿勢を取ることができようになる。また、使用者が両脚を開脚した姿勢は
、排泄後、使用者が中腰姿勢を取ることなく、自力で前方から排便を拭き取ることを可能
にし、さらに使用者が要介護者等である場合であっても、付添い人等は使用者を抱き抱え
ることなく使用者の排便を拭き取ることができるので、付添い人等の負担を大幅に軽減す
ることができる。
【００５１】
　本発明の便座の座面は、座面の傾斜が便座の後部から前部へ向かうにつれて開口部へ向
けて連続的にきつくなり、その後連続的に緩やかとなり、そして便座の前縁付近において
略水平となる形状を有している。このため、使用者が本発明の便座に着座すると、該使用
者の臀部は便座の開口部の中へ落とし込むように誘導され、使用者の臀部の皮膚が座面に
対し相対的に持ち上げられるので、使用者の肛門が開かれ、使用者の排便が容易となる。
【００５２】
　本発明の便座を、便座の前縁の端部が肘掛けの支柱より前方となるように配置すると、
肘掛けの支柱を取り付けるスペースを確保した上で、トイレ本体部の前端部の形状を便座
の前縁と略同一形状とすることができるので、便座に着座した使用者は、自己の両脚を、
特に外側へ向けて自由に移動することができるようになる。
【００５３】
　本発明のポータブルトイレは、上述の本発明の便座を取り付けた上でさらにトイレ本体
部をいわゆるボックス構造としているので、必要な強度を確保した上で、トイレ本体部の
表面から使用者が脚などを引っ掛ける可能性のあるリブ等の突起物や段差を無くし、トイ
レ本体部の表面を滑らかな形状とすることができる。また、トイレ本体部は、箱部と枠部
とに分割されたいわゆる２ピース構造を採用しているため、いずれの部品も樹脂製の一体
成形品として成形することが可能となり、低コストで且つ頑丈なポータブルトイレを提供
することができる。なお、本発明のポータブルトイレは、上述した本発明の便座によって
もたらされる利益の全ても享受することができることは言うまでもない。
【００５４】
　さらに、本発明のポータブルトイレは、トイレ本体部の前面部を開口の開口縁から箱部
の下方へ且つ後方へ向けて傾斜させているので、使用者がポータブルトイレから立ち上が
る時及び／又はポータブルトイレへ着座する時、使用者は自己の足下を便座の前縁の真下
まで引き寄せることが可能となる。その結果、立ち上がり時及び／又は着座時、使用者の
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体重移動は主として上下方向の移動のみとなり、立ち上がり及び着座が容易となる。
【図面の簡単な説明】
【００５５】
【図１】蓋が開けられた状態の本発明の便座が取り付けられた本発明のポータブルトイレ
の概要図である。
【図２】蓋及び便座が開けられた状態の本発明の便座が取り付けられた本発明のポータブ
ルトイレの概要図である。
【図３】本発明のポータブルトイレの組立模式図である。
【図４】本発明の便座の概要図である。
【図５】本発明の便座の平面図である。
【図６】図５に示されている便座のＡ－Ａ断面からＤ－Ｄ断面までの断面図及び正面図で
ある。
【図７】本発明のポータブルトイレのトイレ本体部の組立模式図である。
【図８】本発明のポータブルトイレの側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００５６】
　以下、本発明の一実施形態に係る便座及びその便座が取り付けられた本発明の一実施形
態に係るポータブルトイレについて、図面を参照しながら詳細に説明する。なお、本発明
は、以下に示される実施形態に限定されるものではなく、本発明の技術的思想を逸脱しな
い範囲内で各種の変更が可能である。
【００５７】
　図１には、蓋５が開けられた状態の本発明の一実施形態に係る便座４が取り付けられた
ポータブルトイレ１の概要図が示されており、図２には、蓋５及び便座４が開けられた状
態の本実施形態に係る便座４が取り付けられたポータブルトイレ１の概要図が示されてい
る。また、図３には、本発明の一実施形態に係るポータブルトイレ１の組立模式図が示さ
れており、図１及び２に示されているポータブルトイレ１も本発明の一実施形態である。
【００５８】
　本実施形態のポータブルトイレ１は、図３に示されているように、トイレ本体部２、ト
イレ本体部２の上面を構成する受け部３、便座４、蓋部５、トイレ本体部２の中に装着さ
れるバケツ６及びバケツ６の補助蓋７から構成されており、それぞれの構成要素は互いに
取り外し可能に取り付けられている。また、トイレ本体部２には、肘掛け２０、背もたれ
２１及び脚部２２が含まれている。また、図１と図２とを対比して理解されるように、本
実施形態の便座４は、トイレ本体部の受け部５に回動自在に取り付けられている。
【００５９】
　図４には本実施形態の便座４の概要図が示されており、図５には本実施形態の便座４の
平面図が示されている。
【００６０】
　図４，５を参照して理解されるように、本実施形態の便座４は、便座４の前部から後部
まで略直線状に延びた第１の側縁４３と、第１の側縁４３の反対側で、便座４の前部から
後部まで略直線状に延びた第２の側縁４４と、そして前縁４５とを備えており、便座４の
内部には周囲が内縁４６によって閉じた開口部４０を有している。
【００６１】
　図６には、図５に示されている便座４であって、第１の側縁４３及び第２の側縁４４と
直交するＡ－Ａ断面からＤ－Ｄ断面までの断面図と、便座４の正面図が示されている。
【００６２】
　本実施形態の便座４は、便座４の外側で、略直線状に延びており且つ実質的に平行に並
んだ第１及び第２の側縁４３，４４を備えた略方形の外形を有しており、そして便座４の
内側に卵型の開口部４０を区画する内縁４６を有している（図５参照）。このため、本実
施形態の便座４では、図６に示されているように、第１の側縁４３の接線と直交する断面
における便座断面の幅Ｗと、第２の側縁４４の接線と直交する断面における便座断面の幅
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Ｗが、いずれも便座４の後部から前部へ向かうにつれて連続的に縮小し、そしてその後連
続的に拡大し、そして便座４の後部から前部へ向かうにつれて連続的に縮小し、そしてそ
の後連続的に拡大している。
【００６３】
　なお、本実施形態において「縁」とは、図５において表れる便座４の輪郭及び該輪郭を
形成する端面を意味する。また「略直線状」とは、必ずしも図５に示されている第１の側
縁４３や第２の側縁４４のような完全な直線である必要はなく、多少“くの字状”に曲が
った折れ線や大きな弧を描くように多少曲がった曲線が含まれていてもよい。さらに「前
部」とは、大人の使用者が便座４に着座した時、使用者の腹側に配置される便座４及びポ
ータブルトイレ１の前方付近の領域を意味し、そして「後部」とは、大人の使用者が便座
４に着座した時、使用者の背中側に配置される便座４及びポータブルトイレ１の後方付近
の領域を意味する。また、便座断面の幅Ｗは、図６に示されるように、便座４の第１の側
縁４３と内縁４６との間の距離又は第２の側縁４４と内縁４６との間の距離として表れる
。
【００６４】
　このように、本実施形態の便座４は略方形の外形を有しており、開口部４０は卵形であ
るため、便座４の座面４１，４２を必要且つ十分な大きさとすることができ、さらにポー
タブルトイレ１の肘掛け２０や肘掛けを支える支柱２００を便座４の第１及び第２の側縁
４３，４４の外側に隣接して配置しても、便座４の回動時、便座４が肘掛け２０や肘掛け
を支える支柱２００と干渉することがない（図１，２参照）。
【００６５】
　もし、便座４の第１の側縁４３と第２の側縁４４を例えば「ハの字状」に配置して、便
座４の座面４１，４２を必要且つ十分な大きさとすると、便座４の幅が最大となる部分は
肘掛け２０や肘掛けを支える支柱２００と干渉することとなる。逆に、便座４の幅が最大
となる部分を肘掛け２０や肘掛けを支える支柱２００と干渉しない大きさとすると、許容
される左右肘掛け２０間の最大距離は決まっているので便座４の外形幅は相対的に小さく
なり、その結果、便座４の座面４１，４２を必要且つ十分な大きさ確保することができな
くなる。
【００６６】
　さらに、本実施形態の便座４では、便座４の側縁４３，４４とトイレ本体部２の平面部
分との間にできた隙間や段差は着座した使用者の太腿部の外側に形成される（図１参照）
。このため本実施形態では、便座４とトイレ本体部２の平面部分との間にできる隙間や段
差が着座した使用者の太腿部の裏側を斜め方向に横断するのを無くすることができるので
、使用者の太腿部の裏側の皮膚が、便座４とトイレ本体部２の平面部との間にできた隙間
や段差に挟み込まれるという問題を解消することができる。
【００６７】
　図５に示されているように、便座４の第１の側縁４３は、便座４の外側で開口部４０の
先端部４００より後方に位置する第１の端部４３０を有しており、そして第２の側縁４４
は、便座４の外側で開口部４０の先端部４００より後方に位置する第２の端部４４０を有
している。
【００６８】
　また、前縁４５も第１の側縁４３及び第２の側縁４４と共通の第１の端部４３０及び第
２の端部４４０を有しており、さらに開口部４０の先端部４４０より前方に位置する突出
部４５０を有している。さらに、前縁４５は第１の端部４３０と突出部４５０の間に第１
の変曲点４５１を有しており、且つ第２の端部４４０から突出部４５０までの間に第２の
変曲点４５２を有している。したがって、便座４の前縁４５は、便座４の前方で、突出部
４５０を経由して第１の端部４３０から第２の端部４４０まで延びている。
【００６９】
　なお、本実施形態において、便座４の側縁４３，４４の「端部」とは、便座４の長手方
向に延びた側縁４３，４４が、便座４の幅方向に延びた前縁４５へ実質的に方向変換する
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コーナー部分を意味し、該コーナー部分は角部のみならず、Ｒの付いた隅部であってもよ
い。また「変曲点」は、前縁４５が便座４の後方に向けて凸な状態から便座４の前方に向
けて凸な状態へ変化する部分であれば足り、前記変化する部分は点である場合のみならず
、直線によって構成されていている場合も含まれる。
【００７０】
　このように、本実施形態の便座４は、矩形の便座に比べて前縁４５の両端区域が便座４
の後方へ向けて凸となるよう湾曲し後退しているので（図５参照）、使用者が便座４の後
方に腰を掛けようとしても、従来の前縁の両端区域が後退していない便座と比べて、便座
４の前縁４５が使用者の膝の裏側に当たって障害となることがない。このため、使用者は
容易に本実施形態の便座４の後方へ深く腰を掛けることができるようになる。
【００７１】
　また、本実施形態の便座４は、前縁４５の中央部分が前縁４５の両端区域よりも相対的
に前方へ突出しているので、使用者が便座４の後方に深く腰を掛けると、前縁４５の突出
部４５０が使用者の両膝の内側に当接し、使用者の両脚を開脚させるように誘導する。こ
のため、使用者は自然と排泄が容易な姿勢を取ることができるようになり、特に男性使用
者の場合、性器を下方へ容易に向けることができるので、使用者の排尿が前縁４５の突出
部４５０を越えて飛散することを無くすることができるようになる。
【００７２】
　また、使用者が両脚を開脚した姿勢は、排泄後、使用者が中腰姿勢を取ることなく、自
力で前方から排便を拭き取ることを可能にする。また、使用者が付添い人や介護者に拭き
取ってもらわなければならない高齢者や要介護者である場合であっても、付添い人等は使
用者を抱き抱えることなく使用者の排便を拭き取ることができるので、付添い人等の負担
を大幅に軽減することができるようになる。
【００７３】
　さらに、本実施形態において、前縁４５の曲線部４５３は、第１の端部４３と第１の変
曲点４５１の間で便座４の後方へ向けて凸に湾曲した第１の湾曲部４５４と、第２の端部
４４と第２の変曲点４５２の間で便座４の後方へ向けて凸に湾曲した第２の湾曲部４５５
と、そして第１の変曲点４５１と第２の変曲点４５２の間で便座４の前方へ向けて凸に湾
曲した第３の湾曲部４５６とを含んでいる（図４，５参照）。
【００７４】
　上述したように、前縁４５の両端区域の曲線部４５３が便座４の後方へ向けて凸に湾曲
しており、且つ前縁４５の中央部分の曲線部４５３が便座４の前方へ向けて凸に湾曲して
いると、使用者が便座４の後方に深く腰を掛けた時、前縁４５の両端区域の形状は使用者
の膝の裏側にフィットするので、使用者の両脚を優しく且つスムーズに開脚させるように
誘導する。さらに、上述の前縁４５の形状は、使用者が便座４に腰を掛ける際の自己の脚
を置く位置の目印となり便利である。
【００７５】
　本実施形態の便座４は、図６（ｅ）を参照して理解されるように、便座４の前縁４５に
沿って形成された座面４７に、前縁４５の突出部４５０近傍において上方へ向けて隆起し
た頂部４７０を有している。
【００７６】
　前縁４５の突出部４５０及び突出部４５０近傍に設けられた座面４７の頂部４７０は、
相乗的に使用者の開脚誘導効果を高めるので、使用者の両脚をより一層スムーズ且つ確実
に開脚させることができるようになる。このため使用者は、前縁４５に突出部４５０のみ
が形成されている場合に比べて、より一層自然と排泄が容易な姿勢を取ることができるよ
うになり、使用者の排尿が前縁４５の突出部４５０を越えて飛散するのも、より一層確実
に防止される。
【００７７】
　また、本実施形態の便座４の座面４７には、前縁４５の第１の湾曲部４５４近傍におい
て下方へ向けて窪んだ第１の凹部４７１が形成されており、そして前縁４５の第２の湾曲
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部４５５近傍において下方へ向けて窪んだ第２の凹部４７２が形成されている。すなわち
、便座４の前縁４５に沿って形成された座面４７の頂部４７０の両側で、下方へ向けて窪
んだ第１及び第２の凹部４７１，４７２は、前縁４５の突出部４５０及び突出部４５０近
傍に設けられた座面４７の頂部４７０によって、開脚が誘導された使用者の両脚のフィッ
ト感をより一層向上させると共に、使用者の両脚の過剰な開脚を防止するので、使用者が
排尿や排便をするのにより一層容易な理想形に近い姿勢を取らせることができるようにな
る。
【００７８】
　また、図１に示されているように、便座４が取り付けられるポータブルトイレ１が肘掛
け２０及び該肘掛けを下方から支持する支柱２００を備えている場合、本実施形態の便座
４は、便座４の第１の端部４３０と第２の端部４４０が肘掛けの支柱２００より前方に配
置されるように取り付けられる。
【００７９】
　便座４の第１の端部４３０と第２の端部４４０を肘掛けの支柱２００より前方に配置す
ると、肘掛けの支柱２００を取り付けるスペースをトイレ本体部２に確保した上で、そし
てトイレ本体前端部２７の形状を便座４の前縁４５と略同一形状とすることができる。こ
のため、便座４に着座した使用者は、自己の両脚を、特に外側へ向けて自由に移動するこ
とができるようになる。
【００８０】
　本実施形態の便座４は、開口部４０を挟んで第１の座面４１と第２の座面４２を有して
いる（図４，５参照）。そして、図６に示されているように、第１の側縁４３の接線と直
交する断面において略直線状に表れる第１の座面４１は、水平面に対し開口部４０へ向け
て下方へ傾斜する第１の座面４１の傾斜角度αが便座４の後部から前部へ向かうにつれて
連続的に増加し、そしてその後連続的に減少して略水平となるように形成されている。ま
た、第２の側縁４４の接線と直交する断面において略直線状に表れる第２の座面４２は、
水平面に対し開口部４０へ向けて下方へ傾斜する第２の座面４２の傾斜角度αが便座４の
後部から前部へ向かうにつれて連続的に増加し、そしてその後連続的に減少して略水平と
なるように形成されている。
【００８１】
　すなわち、第１及び第２の座面４１，４２の傾斜は、いずれも便座４の後部から前部へ
向かうにつれて開口部４０へ向けて連続的にきつくなり、その後連続的に緩やかとなり、
そして便座４の前縁４５付近において略水平となる。なお、ここで座面４１，４２の「傾
斜角度α」とは、側縁４３，４４の接線と直交する断面において略直線状に表れる座面４
１，４２の代表的な勾配を示す線分の水平面に対する角度を意味している（図６参照）。
【００８２】
　そのため、第１及び第２の座面４１，４２は、使用者が便座４に着座した時、該使用者
の臀部を便座４の開口部４０の中へ落とし込むように誘導する。その結果、第１及び第２
の座面４１，４２は使用者の臀部の皮膚を座面４１，４２に対し相対的に持ち上げ、使用
者の肛門を開かせるので、使用者の排泄を容易にするという効果を奏する。なお、便座４
の断面において略直線状に表れる座面４１，４２は、座面４１，４２の傾斜によって落し
込み効果が得られるものであれば、必ずしも便座４の断面が直線で表れる平面のみで構成
されている必要はなく、図６（ｄ）に示されるように、多少下方へ窪んだ曲面を含んだも
のであってもよい。
【００８３】
　また、本実施形態の便座４では、第１の座面４１の傾斜角度αは、第１の側縁４３の接
線と直交し且つ開口部４０の幅が最大となる寸法線４０１（図５）を通過する便座断面に
おいて最大となっている。また、第２の座面４２の傾斜角度αは、第２の側縁４４の接線
と直交し且つ開口部４０の幅が最大となる寸法線４０１（図５）を通過する便座断面にお
いて最大となっている。
【００８４】
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　第１の座面４１の傾斜角度αと第２の座面４２の傾斜角度αが、便座４の開口部４０の
幅が最大となる位置において最大となるようにすると、使用者が本発明の便座４に着座し
た時、使用者の肛門は、第１及び第２の座面４１，４２によって便座４の開口部４０の幅
が最大となる寸法線４０１の中点付近に誘導されるので、使用者の排便は便座４の下方に
設置されたバケツ６の中の所定の位置に落下させることが可能となる（図１参照）。その
ため、第１及び第２の座面４１，４２の傾斜は、使用者の排便がバケツ６の周囲へ飛散し
たり又は付着するのを防止すると共に、使用者の排便を、所定の深さでバケツ６の中に貯
蔵されている水中に確実に埋没させるので、便の露出による異臭の発生を防止することが
できる。
【００８５】
　なお、第１の座面４１の傾斜角度αと第２の座面４２の傾斜角度αは、便座４の開口部
４０の幅が最大となる位置の付近において最大であれば、使用者の肛門を、便座４の開口
部４０の幅が最大となる寸法線４０１の中点付近に誘導することができるので、第１の座
面４１の傾斜角度αと第２の座面４２の傾斜角度αは、厳密な意味において便座４の開口
部４０の幅が最大となる位置において最大とならなければならないものではない。
【００８６】
　次に、図７，８を用いて、上述した本実施形態の便座４が取り付けられた本発明の一実
施形態に係るポータブルトイレ１について説明する。図７には、本実施形態のポータブル
トイレ１のトイレ本体部２の組立模式図が示されている。図８には、本実施形態のポータ
ブルトイレ１の側面図が示されている。また、本実施形態のポータブルトイレ１は、上述
した本実施形態の便座４によってもたらされる利益の全てを享受することができる。
【００８７】
　図７に示されているように、本実施形態のポータブルトイレ１は、肘掛け２０、背もた
れ２１及び脚部２２を含んでいるトイレ本体部２を有している。そしてトイレ本体部２は
、上部が開口している箱部２３と、箱部２３の開口の開口縁２３０へ接続される枠部２４
とに分割されている。また、箱部２３は、開口の開口縁２３０から箱部２３の下方へ且つ
後方へ向けて傾斜している前面部２３１を有している。
【００８８】
　本実施形態のポータブルトイレ１は、特に開口縁２３０の折り返しリブなどの突起物を
無くするのに有利ないわゆるボックス構造を採用することによって、特にトイレ本体部２
の前面部２３１から、使用者が脚などを引っ掛ける可能性のある突起物や段差を無くし、
トイレ本体部２の前面部２３１を滑らかな形状としている。
【００８９】
　また、本実施形態のポータブルトイレ１はいわゆる２ピース構造を採用し、トイレ本体
部２を、上部が開口した箱部２３と、該開口の開口縁２３０へビスなどによって連結され
る枠部２４の２つの部品へ分割している。そのため、本実施形態のポータブルトイレ１の
箱部２３及び枠部２４はいずれも樹脂製の一体成形品として成形されており、その結果、
本実施形態のポータブルトイレ１は低コストで且つ頑丈に製作されている。
【００９０】
　さらに、本実施形態のポータブルトイレ１は、図８に示されているように、箱部２３の
前面部２３１を開口の開口縁２３０から箱部２３の下方へ且つ後方へ向けて傾斜させてい
るので、使用者は自己の足下を便座４の前縁４５の真下又はその後方まで引き寄せること
が可能となる（図１参照）。このため、本実施形態のポータブルトイレ１では、使用者が
ポータブルトイレ１から立ち上がる時及び／又はポータブルトイレ１へ着座する時の体重
移動は主として上下方向の移動のみとなるので、使用者のポータブルトイレ１からの立ち
上がり及びポータブルトイレ１への着座が容易となる。
【００９１】
　また、本実施形態のポータブルトイレ１は、箱部２３の外面が枠部２４の外面と面一に
接続されている（図１，２参照）。
【００９２】
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　本実施形態のポータブルトイレ１は、便座４に着座した使用者の両脚の移動を自由にす
るために、トイレ本体部２の前端部２７の形状を便座４の前縁４５と略同一形状としてい
る（図１参照）。このため、箱部２３の外面を枠部２４の外面と面一に接続すると、トイ
レ本体部２の前端部２７からトイレ本体部２の下方へ向けて、便座４の前縁４５の形状と
略同一の表面形状を有する前面部２３１を形成することができるようになる。
【００９３】
　その結果、本実施形態のポータブルトイレ１は、トイレ本体部２の前面部２３１から突
起物や段差を排除して、トイレ本体部２の前面部２３１をより一層滑らかな形状とするこ
とができる。また、便座４の前縁４５の中央部分の突出部４５０を、便座４の前縁４５か
らトイレ本体部２の前面部２３１に掛けて連続的に形成することができるので、使用者が
便座４の後方に深く腰を掛けた時の使用者の両脚の開脚誘導をよりスムーズに促進させる
ことができるようになる。
【符号の説明】
【００９４】
　１・・・・・ポータブルトイレ
　２・・・・・トイレ本体部
　２０・・・・肘掛け
　２００・・・支柱
　２１・・・・背もたれ
　２２・・・・脚部
　２３・・・・箱部
　２３０・・・開口縁
　２３１・・・前面部
　２４・・・・枠部
　２７・・・・トイレ本体前端部
　３・・・・・受け部
　４・・・・・便座
　４０・・・・開口部
　４００・・・先端部
　４０１・・・最大開口幅の寸法線
　４１・・・・第１の座面
　４２・・・・第２の座面
　４３・・・・第１の側縁
　４３０・・・第１の端部
　４４・・・・第２の側縁
　４４０・・・第２の端部
　４５・・・・前縁
　４５０・・・突出部
　４５１・・・第１の変曲点
　４５２・・・第２の変曲点
　４５３・・・曲線部
　４５４・・・第１の湾曲部
　４５５・・・第２の湾曲部
　４５６・・・第３の湾曲部
　４６・・・・内縁
　４７・・・・前縁に沿った座面
　４７０・・・頂部
　４７１・・・第１の凹部
　４７２・・・第２の凹部
　５・・・・・蓋部
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　６・・・・・バケツ
　７・・・・・補助蓋

【図１】 【図２】



(18) JP 2015-12898 A 2015.1.22

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】
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